
オープンカウンター方式による見積合わせについて 
 

 下記のとおり見積合わせを行います。
 令和８年５月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官        
                                        　　北海道警察情報通信部 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釧路方面情報通信部長 

　小山　宏幸 
記 

１  契約担当官等の官職及び氏名 
    分任支出負担行為担当官 
    北海道警察情報通信部釧路方面情報通信部長　　小山　宏幸 
 
２  見積合わせに付する事項 
　⑴ 　契 約 件 名　 通信機器移設等作業(単価)　 
　⑵　 業 務 内 容 等　 「見積合わせ説明書」「仕様書」による。 
　⑶ 　業 務 場 所　 釧路方面管内警察署及び警察施設(詳細は、「仕様書」
　　　　　　　　　　　　のとおり) 
  ⑷　 業 務 期 間   契約締結日の翌日から令和９年３月31日まで 
　⑸　 見積書提出方法等　 見積書の提出は、郵便又は持参もしくは電子メール(条
　　　　　　　　　　　　件付き)によること(別紙１-１、１-２、２を参照)。 
　　　　　　　　　　　　　見積金額は、特に指示のない場合は、当該契約の履行
　　　　　　　　　　　　に要する一切の費用を含んだ総価（消費税を含む）を記
　　　　　　　　　　　　載すること。消費税に１円未満の端数が生じた場合は、
　　　　　　　　　　　　切捨てとすること。 
　⑹　 契約相手の決定　 提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税を
　　　　　　　　　　　　含む）を提示した者を、契約の相手方とする。 
                   
３  見積合わせに参加する者に必要な資格 
  ⑴　 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 
　　　 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要　
　　 な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
  ⑵　 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 
  ⑶　 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
  ⑷　 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又は　
　　 これに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継　
　　 続している者でないこと。 
　⑸　 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項
　　 について、当方の承認が得られている者であること。 
 
４  見積合わせについての問合せ先及び提出先等 
  ⑴  場　　所　  北海道釧路市黒金町10丁目５番地　総合庁舎５階 
            　    北海道警察情報通信部釧路方面情報通信部　通信庶務課 
             　   問合せ先  電話番号  0154-25-0110(代表) 
  ⑵　提出期限    令和８年５月29日(金)12時00分まで 
 
５  見積合わせの場所及び日時 
  ⑴  場　　所　  北海道釧路市黒金町10丁目５番地　総合庁舎５階 
              　  北海道警察情報通信部釧路方面情報通信部 
  ⑵　日　　時　　令和８年５月29日(金)13時30分 
　　　　　　　　　（見積合わせは非公開で行う） 
 
６　見積書の無効 
    本公告に示した見積合わせに必要な資格のない者の見積書の提出及び別途配布
　する見積合わせ説明書に示す条件に違反した見積書は無効とする。 
 
７  契約書作成の要否 

契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。


